
検索したい品名を入力
すると関連項目が表示
されて分別が簡単！

ネットで簡単検索！

こおりやま「ごみサク」

導入日：2024（令和６）年４月１日
掲載数：826品目
その他：タベスケを運営している株式会
社Ｇ-Ｐｌａｃｅがサービス提供

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-1-① ごみサク
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

ゼロ予算事業

５Ｒ推進課
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ご自宅のそばにもあるかも！？

リサイクルスポットマップ

ＱＲ

導入日：2024（令和６）年８月１日

掲載数：59箇所（民間38、公共施設21）

資源物収集量：合計2,803,106ｋｇ
（2024(令和６)年３月31現在）

その他：ＧＩＳ（郡山市地理情報システム）
に掲載

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-1-② リサイクルスポットマップ
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

ゼロ予算事業

５Ｒ推進課

2



・ごみ減量教室【小学校×５Ｒ推進課 協奏事業】

〇授業までの流れ
①５Ｒ推進課と希望日等を調整

↓
②校長名で依頼（メール）

↓
③プレスリリース（５Ｒ推進課）
※希望がある場合のみ実施。

↓
④ごみ減量教室

〇準備いただきたいもの
①会場（教室、体育館等）
②モニター又はプロジェクター
③空のペットボトル（各自１つ）

授業内容
・郡山市のごみ量と重さを体験
・５Ｒってなんだろう
・生ごみ水分絞ってみた（動画）
・リサイクルプラザの作業（動画）
・正しい分別をやってみよう！
ペットボトルの分別方法を体験

授業の様子

水を入れて重さ体験

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-1-③ ＳＮＳ、Ｗｅｂサイト等での啓発
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

ゼロ予算事業

５Ｒ推進課
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中核市の平均総排出量 875g（昨年度比 -34g）

郡山市の総排出量 1,102g（昨年度比 -63g）

⇒中核市62市中、ワースト1位

郡山市 中核市平均 平均との差

事業系
ご み

395g(55位/62市)
本市昨年度比 -15g

283g
+112g

(＋39.6％)

生活系
ご み

707g(61位/62市)
本市昨年度比 -48g

592g
+115g

(＋19.4％)

合 計 1,102g(62位/62市)
本市昨年度比 -63g

875g
+227g

(＋25.9％)

■2023(R5)年度一人一日当たりのごみ排出量

(内訳)

⚫簡単にできる家庭でのごみ排出量削減対策
として、富久山クリーンセンター見学者及
び各種イベント開催時に希望者へ配布する。

■生ごみ用「水切り器具」の導入

本市は１人１日当たりのごみ
排出量の多いため、生ごみ減
量の新たな施策として本事業
を実施する必要があります。

【生ごみ用「水切り器具」配布実績】

（令和7年3月31日現在）

年度 購入数 配布個数

令和５（2023）年度 1,000 311

令和６（2024）年度 1,000 470

合 計 2,000 781

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-2-① 「水切りダイエット」配布

2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

■実績 (職員実験) ： 148gの生ごみを水切り器具で絞ることで120gとなり、28g(約19％)の減量となりました。 4



電動式生ごみ処理機購入費補助金事業

家庭での生ごみ排出量削減対策として、家庭
用電動式生ごみ処理機を購入した方に、購入費
の一部を補助します。

補助要件

①市内の販売店舗から処理機を購入した方

②市内に住所を有し、かつ居住している方

※１世帯（同居世帯は１世帯とする）１台まで

③市税等の滞納が無い方

※予算がなくなり次第終了

補助割合 購入費の２分の１

上限額 25,000円

生ごみ処理容器の無償貸与事業

〇実績及び計画 （2025年３月31日現在）

生ごみ減量化を推進し、併せて再利用及び
環境保全に対する意識の高揚を図るため、生
ごみ処理容器を無償貸与します。

〇実績及び計画 （2025年３月31日現在）

年 度 交付件数（件） 交付金額（円）

2024(令和６)年度 145 2,916,440

2025(令和７)年度 200 5,000,000

年 度 コンポスト(個)
ボカシ用

密閉容器(組)
合計(件)

2022(令和４)年度 ２５３ １３２ ３８５

2023(令和５)年度 １８５ １２０ ３０５

2024(令和６)年度 １９２ １２６ ３１８

2025(令和７)年度 １５０ １００ ２５０

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-2-② 電動式生ごみ処理機補助、コンポスト無償貸与
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

R7予算500万円 R7予算181万円
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開催日時 2025(令和７)年７月27日（日）予定
午前９時30分～11時30分

場所 中央公民館 １階工作室
参加費 無料

対象者 市内の小学校に通学する小学１年生から
６年生とその保護者 10組20名

開催日時等

対象者

○神奈川県葉山町発祥の消滅型の生ごみ処理機です。
○日当たりと風通しが良い場所に設置し、土の中の
微生物を利用して生ごみを分解します。
○コンポストと異なる点は、ほとんど土が増えません。

プランターに木枠と屋根を取り付けた生ごみ処理容器について、市民向け作成
教室(小学生と保護者10世帯)を実施します。参加者には、その後１年程度使用状
況や感想などをご報告いただき、その内容を市民の皆様へ公表することにより家
庭から排出される生ごみの減量を図ります。

申込期間 2025（令和７）年６月２日から
2025（令和７）年７月18日まで

申込方法 市ウェブサイトから

今、話題の生ごみ処理機！

キエーロ とは？

申込期間・方法

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-2-③ キエーロ市民モニター
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

R7予算 10万円

５R推進課
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※SAF（持続可能な航空燃料）
SAFは、従来の航空燃料（ジェット燃料）に代わる持続可
能な燃料として注目されています。

1.廃食油を活用した製造
廃食油を利用してSAFを製造する際、主に「水素化処

理」を行います。このプロセスでは、廃食油の脂肪酸を処
理して、炭化水素鎖を生成します。この炭化水素は、従来
のジェット燃料と同等の性質を持つため、航空機で使用で
きます。

2.環境負荷の削減
SAFは、従来の化石燃料と比べてCO₂排出量を大幅に削減

できます。廃食油をリサイクルすることで、廃棄物の削減
と資源の有効活用が可能になります。

3.航空業界での採用
近年、多くの航空会社がSAFを試験的に導入しており、

カーボンニュートラルな航空輸送を目指しています。国際
航空運送協会（IATA）によると、2030年までに航空燃料の
10％をSAFで賄う目標が掲げられています。

〇現状と検討事項

現在で燃えるごみとして焼却処分している廃食油の航空燃料への利用は、ごみ減量につながる
だけでなく、市民の意識改革に向けたPR効果も期待できることから実施に向けて検討してまいり
ます。

（検討事項）
・回収スポットの選定
・連携協定についての協議 等

（スキーム(案)）

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-3-① 廃食油リサイクル
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課
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（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-3-② リユーススポット事業
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

R7予算 371万円

資源循環課
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リユーススポット設置事業

自宅にある「不要だけどまだ使える物」をリユーススポットに持ち込んでもらい、希望する方
へ無償配布します。「令和６年度使用済み製品等のリユースに関する自治体モデル実証事業」の
採択を受けて実施した「リユーススポット実証事業」の結果を受け、令和７年度も実施するもの
です。

持込

不要品発生

市民

市内公共施設でリユース品展示

リユーススポット

リユース

市民

持帰

来場

実施期間 10月３日～12月13日（59日間）

来場者数 4,158人（平均 70.5人／日）

実施場所
河内クリーンセンター及び
市内公共施設

※2024（令和６）年度の実績（環境省実証事業）

アンケート結果

79.5%

20.0% 0.5%
満足

普通

不満

利用者の感想

15,004.6kg 5,100.0kg

540.8kg

リユース量 リサイクル量 廃棄量

搬入品の処分状況

総搬入量 20,645.4kg

24.7%

2.6%

72.7%

〇事業の流れ



富久山・河内クリーンセンターへ搬入するごみの
処分手数料の改定を行います。

家庭廃棄物 事業系一般廃棄物

料金 50円/10㎏ 100円/10㎏

家庭廃棄物 事業系一般廃棄物

料金 150円/10㎏

改定予定日 2025（令和７）年10月１日

（税抜）

（税抜）

ごみ処理費用削減及び再資源化の促進を図るため、ク
リーンセンターにおけるあわせ産廃（紙くず、木くず、繊
維くず及び植物に係る固形状の不用物）の受入を停止しま
す。

受入停止予定日 2025年10月１日

Ⅰ-4-① ごみ搬入料金改定 Ⅱ-②あわせ産廃の受入停止

2024年度 2025年度

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

審議会

市の
動き

答
申

周知期間（約６か月）
広報、チラシ、ウェブサイト、看板等で周知

施行
3月
議会

スケジュール及び施行時期

料金改定、あわせ産廃受入停止
会
議

・監視パトロールの増強
年間160日 ⇒ 200日へ

・不法投棄等監視カメラ追加購入
10台増設

不法投棄対策

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-4-① ごみ搬入料金改定

Ⅱ-②あわせ産廃の受入停止

2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課
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搬入資格の有無を身分証明書（免許証等）

マニュフェスト（あわせ産廃）により確認

①市外からのごみ持込防止及び産廃持込防止のため、継続的に搬入者に身分証明書等の提示をいただいております。

→ 抜打ち確認から継続的に搬入確認を実施

②無料申請書（廃棄物搬入確認券）の不正利用への対策

→ 本庁・行政ｾﾝﾀｰのﾁｪｯｸ体制見直し（令和６年８月５日実施）

③搬入車に啓発及び注意を促すための施設進入路入口への看板設置

→ 令和７年１月に看板を設置

5/21～３月末までの間、両クリーンセンターにおいて、

391回で66,842台を確認し、472件の違反が判明

・近隣自治体からの持込（須賀川市､本宮市､三春町等） ２１２件

・産業廃棄物搬入（廃プラ等） １９９件

・身分証明不可（提示拒否、不携帯等） ６１件

対応策及び実施状況等

搬入確認状況（計量棟）

河内クリーンセンター 富久山クリーンセンター

看板設置状況

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅰ-4-② クリーンセンター搬入資格確認
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

実施概要

実施結果
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展開検査の実施状況

資源循環課及び５Ｒ推進課職員が特定できた排出事業者を訪問し、社内の分別状況等を
確認し、適切なごみ排出に関して指導を実施。

令和７年12月に納入予定である展開検査装置を活用により、展開検査の実施回数を増
やし、適正な事業系ごみの受入れとごみ減量化を推進してまいります。

任意に抽出した事業系一般廃棄物収集車の収集ごみをブルーシートへ広げ、受入れができ
ない産業廃棄物等の違反ごみが入っていないかを手作業で確認する検査で、事業系ごみの
適正な受入れが目的。
違反ごみの排出元が判明した場合、返却する場合もあります。

・食品トレイ、梱包材など廃プラスチックの違反ごみの混入を確認
・段ボール、シュレッターくずなど再資源可能なものの混入を確認

展開検査実施状況写真①～④

①ブルーシートへごみを広げる

② ごみの中身を確認する

③ 違反ごみ（廃プラスチック）展開検査装置

実施日 実施場所 検査台数 違反台数

R6. 8. 9（金） 河内ＣＣ ３台 ３台

R6.11. 6（水） 富久山ＣＣ ３台 ３台

R6.12.24（火） 富久山ＣＣ ４台 ３台

R7. 2. 5（水） 河内ＣＣ ６台 ６台

R7. 3.12（水） 富久山ＣＣ ５台 ５台

④ 資源ごみ（段ボール類）

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅱ-① クリーンセンターでの展開検査実施
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

展開検査の目的

今後の対応策等

違反ごみを排出した事業者への指導

違反ごみなどの内容

R7実施目安月１回程度

資源循環課

11



一般廃棄物減量計画書の提出に係る規定の改正について

事業系一般廃棄物の減量推進のため、一般廃棄物減量計画書の提出を求める対象事業者の要件を追加し、様式等を整備しました。

他中核市の状況

中核市の状況

中核市数 排出量の少ない中核市

定めている 46市
八王子市、横須賀市、
松山市、大津市

定めていない ９市 前橋市

制度自体が無い ７市

中核市の状況

中核市数 排出量の少ない中核市

延床面積と排出量 ７市 八王子市

延床面積のみ 30市 松山市、前橋市、大津市

排出量のみ 18市 横須賀市

〇提出対象事業者の
要件

〇減量計画書の
様式

本市
本市

対象事業者 （郡山市から事業系一般廃棄物の減量に関する計画書作成の指示を受けた事業者）

○対象事業者

①年間排出量が100トン以上

②建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法) 第２条第１項に規定する「特定建築物」

⇒延床面積3,000㎡以上の図書館、美術館、遊技場、事務所、旅館 等

⇒延床面積8,000㎡以上の幼稚園、小中高校、大学、専門学校、認定こども園 等

③大規模小売店舗立地法(大店立地法) 第２条第２項に規定する「大規模小売店舗」

⇒延床面積1,000㎡以上の店舗

④市長が必要と認める建物

一般廃棄物減量計画書とは

事業系一般廃棄物の減量への取り組みの促進を目的に作成していただくものです。

※根拠法令・・・廃棄物処理法第６条の２第５項、美化条例第33条第１項

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅱ-③ 減量計画書の提出
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課
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○提出様式を規定したため、記入例等に沿って計画書を作成の上、提出していただく予定です。

○計画期間及び提出期限を規定（年度計画をその年度の６月末日までに提出していただく予定です。）

減量計画書の様式、提出期限



お得にお買い物！

こおりやま「タベスケ」
導入日：2023（令和５）年12月１日
掲載数：協力店21店舗(R7.4月末現在)
食品ロス削減量：合計3,171kg(R7.4月末現在)
登録者(ユーザー)数：4,770人(R7.4月末現在)

（参考資料）ロードマップ掲載事業

Ⅱ-⑤ こおりやまタベスケ
2025.5.27 環境部 ５Ｒ推進課

資源循環課

R7予算 52万8千円

５R推進課
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